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一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 編

（ごみの部）



１ 一般廃棄物処理計画の実施期間

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

２ 一般廃棄物処理計画の対象区域

鴨川市全域

３ 処理計画世帯数及び人口 (令和７年３月３１日現在)

２９，９６３人 世帯数：１５，９９５世帯

４ 一般廃棄物処理施設

鴨川清掃センター

天津小湊一般廃棄物最終処分場

５ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

（１）区域内排出量の見込み

家 庭 系 事 業 系

搬 入 形 態 年 間 搬 入 量 搬 入 形 態 年 間 搬 入 量

可燃ごみ

１０，５００ｔ

直営

持込み

５，５００ｔ

５００ｔ

許可業者

持込み

３，９００ｔ

６００ｔ

粗大ごみ

１３０ｔ

直営(申込み)

持込み

５０ｔ

１０ｔ

許可業者

持込み

６０ｔ

１０ｔ

不燃ごみ(金物類)

１５０ｔ

直営

持込み

１１０ｔ

２０ｔ 持込み ２０ｔ

不燃ごみ(小型家電)

３０ｔ

直営

持込み

２５ｔ

５ｔ

不燃ごみ

(ガラス・セトモノ類)

１１０ｔ

直営

持込み

７０ｔ

３０ｔ 持込み １０ｔ

資源ごみ

・空カン １０５ｔ

・空ビン ２２５ｔ

・ペットボトル １４５ｔ

・新聞紙 １５０ｔ

・雑誌 ２２０ｔ

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

９５ｔ

７ｔ

２２３ｔ

１ｔ

１４３ｔ

１ｔ

１２０ｔ

２０ｔ

２１０ｔ

５ｔ

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

３ｔ

１ｔ

１ｔ

１０ｔ

５ｔ

１



（２）一般廃棄物処理見込み

・ダンボール ２２０ｔ

・飲料用紙パック ４ｔ

・雑がみ ２０ｔ

・布類 ８０ｔ

・白色トレイ･ ３ｔ

発泡スチロール

・乾電池 １２ｔ

・木くず ３００ｔ

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

直営

持込み

２００ｔ

１０ｔ

４ｔ

１６ｔ

２ｔ

４５ｔ

３０ｔ

２ｔ

１ｔ

７ｔ

２ｔ

３０ｔ

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

許可業者

持込み

持込み(許可施設)

許可業者

１０ｔ

２ｔ

５ｔ

１ｔ

１２０ｔ

１５０ｔ

有害ごみ ７ｔ 直営

持込み

５ｔ

１ｔ 持込み １ｔ

合計 １３，１７９ｔ

動物死体 １２５体 直営

持込み

５体

１２０体

区 分 処 理 量 適 用

可燃ごみ

家庭系ごみ ６，０００ｔ

事業系ごみ ４，５００ｔ

計 １０，５００ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた可燃ご

みは、千葉県内の民間焼却施設で処理する。

布団類などの処理困難物は、事業者へ処理を委託しサー

マルリサイクルの推進を図る。

不

燃

ご

み

金物類

家庭系ごみ １３０ｔ

事業系ごみ ２０ｔ

計 １５０ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた金物は、

市内業者に有価物として売却し、再資源化する。

小型家電
家庭系ごみ ３０ｔ

計 ３０ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた小型家

電は、事業者へ処理を委託し再資源化する。

ガラス・

セトモノ類

家庭系ごみ １００ｔ

事業系ごみ １０ｔ

計 １１０ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれたガラ

ス・セトモノ類は、天津小湊一般廃棄物最終処分場で埋

立処分又は許可業者に委託し、埋立処分をする。

２



資

源

ご

み

空カン

家庭系ごみ １０２ｔ

事業系ごみ ３ｔ

計 １０５ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた空カン

は、市内業者に有価物として売却し、再資源化を図る。

空ビン

家庭系ごみ ２２４ｔ

事業系ごみ １ｔ

計 ２２５ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた空ビン

は、中間処理業者に色分別処理を委託した後、法律に基

づいた指定法人に処理委託し、再資源化を図る。

ペットボトル

家庭系ごみ １４４ｔ

事業系ごみ １ｔ

計 １４５ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれたペット

ボトルは、中間処理業者に圧縮梱包処理を委託した後、

法律に基づいた指定法人等に処理委託し、再資源化を図

る。

また、一部を業者に有価物として売却し、再資源化を図

る。

古紙

・新聞紙

・雑誌

・ダンボール

・飲料用

紙パック

・雑がみ

家庭系ごみ １４０ｔ

事業系ごみ １０ｔ

家庭系ごみ ２１５ｔ

事業系ごみ ５ｔ

家庭系ごみ ２１０ｔ

事業系ごみ １０ｔ

家庭系ごみ ４ｔ

事業系ごみ ０ｔ

家庭系ごみ １８ｔ

事業系ごみ ２ｔ

計 ６１４ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた古紙(新

聞紙・雑誌・ダンボール・飲料用紙パック・雑がみ)は、

市内業者に有価物として売却し、再資源化を図る。

布類

家庭系ごみ ７５ｔ

事業系ごみ ５ｔ

計 ８０ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた布類は、

有価物として専門業者に売却し、再資源化を図る。

白色トレイ・

発泡スチロール

家庭系ごみ ３ｔ

事業系ごみ ０ｔ

計 ３ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた白色ト

レイ・発泡スチロールは、清掃センターで減容化し、有

価物として売却し再資源化を図る。

乾電池

家庭系ごみ １１ｔ

事業系ごみ １ｔ

計 １２ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた乾電池

は、専門業者に処理委託をし、再資源化を図る。

木くず

家庭系ごみ ３０ｔ

事業系ごみ ２７０ｔ

計 ３００ｔ

道路及び海岸管理等で発生する多量の木くずは、鋸南地

区環境衛生組合で許可する処理施設に事業者が直接搬

入し、破砕処理後、再資源化を図る。

ごみゼロ運動等で発生する木くずは民間業者に委託し

堆肥化等により処理を図る。

３



６ 搬出抑制及び再資源化

（１）搬出抑制について

①ごみ減量に対する啓発

・ごみの分別・出し方等周知用看板及びパンフレットの作成配布。

・市内小中学校の児童生徒等施設見学の受け入れ。

・広報誌及び市ホームページへの掲載。

・地域における環境教育推進のため、担当職員によるごみの減量化やリサイクルについての出前講

座の開催。

ア：マイバッグ運動の推進を図り、レジ袋の使用を削減する。

イ：食べ残しの削減と厨芥類の水切りを促進するため、もう一絞り運動を進める。

ウ：フリーマーケットやバザー等の活用を推進する。

・事業用大規模建築物の所有者・占有者に対して、減量化及び資源化の啓発を実施する。

・収集運搬許可業者及び市内事業所への分別徹底の協力依頼。

ア：事業所に対し、ごみの減量・資源化に取り組むよう啓発するとともに、収集運搬許可業者に

対しても、取引先事業所と協力・連携して資源化に取り組むよう依頼する。

②資源ごみ集団回収促進事業の推進

ア：地域や学校等で行う資源ごみの集団回収を積極的にアピールし、資源化推進を図る。

イ：対象資源ごみ

空カン・空ビン(ビール瓶)・金物類・新聞紙・ダンボール・雑誌

③使用済小型家電のリサイクル

・使用済小型家電の回収事業においては、有価物として売却していたが平成 28 年度から市場の動

向により逆有償となったが、リサイクルの推進を図るため引き続き当事業を実施する。

④清掃ボランティア活動の実施

（２）再資源化対象物

①空カン・空ビン・金物類・ペットボトル・古紙・布類・白色トレイ・発泡スチロール・乾電池

小型家電・木くず

粗大ごみ

家庭系ごみ ６０ｔ

事業系ごみ ７０ｔ

計 １３０ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた粗大ご

みは、可燃物・不燃物に分別を行い、可燃物は前処理と

して破砕処理施設で破砕後に焼却処理する。

不燃物は民間業者に委託して処理し、再資源化を図る

有害ごみ

家庭系ごみ等 ６ｔ

事業系ごみ １ｔ

計 ７ｔ

直営収集及び委託事業者等により持ち込まれた有害ご

みは、一旦清掃センター施設に保管し、専門業者に処理

委託をする。

中継施設稼働後は中継施設保管棟に保管し、専門業者

に処理委託する。

動物の死体 １２５体

犬・ねこ等の死体の処理は、飼い主が自らの責任で行う

ことを原則とし、自ら処理できないときは中継施設に

搬入し、民間焼却施設へ搬出する。

４



７ 収集する種類及び分別区分

８ ごみの収集区域と収集日

分 別 区 分 ご み の 種 類

可燃ごみ
厨芥ごみ・ゴム・皮革製品・プラスチック製品・パック・貝殻・紙類・草・

小枝等

不

燃

ご

み

金物類
調理器具(鍋・釜・やかん・包丁)・時計・傘(骨の部分)・アイロン・ポッ

ト・はさみ・針金・ハンガー・小型家電製品等

ガラス・セトモノ類
ガラス・ガラス食器・セトモノ類・電球・植木鉢等の陶器類・めがね・水

槽・鏡等

資源ごみ
空カン・空ビン・ペットボトル・新聞紙・ダンボール・雑誌・飲料用紙パ

ック・雑がみ・白色トレイ・発泡スチロール・乾電池・古着

粗大ごみ
家具類・布団・自転車・楽器・子供遊具・レジャー用品・健康器具・調理

用品・家庭用電化製品等

有害ごみ 蛍光管・体温計・温度計

動物の死体 小型のペット等

収集しないもの

プロパンガスボンベ・消火器・タイヤ・バッテリー・バイク・建築廃材・

農漁業用機具資材・事業系備品・医療系廃材・太陽光発電パネル類・有害

性のもの

収 集 区 分 可燃ごみ

不 燃 ご み

資 源 ご み 粗大ごみ
ガラス・

セトモノ類

有害ごみ

金物類

鴨川地区

(国道１２８号

バイパス沿線か

ら海側)

江見地区全域

太海地区全域

曽呂地区全域

天津地区

(浜荻、引土除く)

小湊地区全域

毎週

月・木曜日

毎月

第２・４

木曜日

毎月

第２・４

月曜日

空カン

毎月

第１・３・５

月曜日

毎月

第１・２・

３・４

木曜日

空ビン

毎月

第１・３

木曜日

ペットボトル

・古紙・布類

毎月

第１・３

水曜日

白色トレイ・

発泡スチロール

毎月

第２・４

木曜日

乾電池

毎月

第２・４

月曜日

５



９ 排出及び収集運搬

鴨川地区

(国道１２８号

バイパス沿線を

除いた山側)

大山地区全域

吉尾地区全域

主基地区全域

田原地区全域

西条地区全域

東条地区全域

天津地区

(浜荻、引土)

毎週

火・金曜日

毎月

第２・４

金曜日

毎月

第２・４

火曜日

空カン

毎月

第１・３・５

火曜日

毎月

第１・２・

３・４

金曜日

空ビン

毎月

第１・３

金曜日

ペットボト

ル・古紙・布類

毎月

第２・４

水曜日

白色トレイ・

発泡スチロール

毎月

第２・４

金曜日

乾電池

毎月

第２・４

火曜日

区 分 排 出 方 法 収 集 形 態

可燃ごみ

・指定日に指定袋を使用し、氏名を記入して

集積所に搬出

・収集日 週２回

天津地区、長狭地区及び鴨川地区の一部は業

者委託

上記を除く全域は市直営収集

不燃ごみ

・指定日に指定袋を使用し、氏名を記入して

集積所に搬出

・ガラス・セトモノ類収集日 月２回

・金物類収集日 月２回

収集運搬は全域業者委託

資源ごみ

・空カン・空ビン・ペットボトルは指定日に

指定袋を使用し、氏名を記入して集積所に

搬出

・古紙は新聞紙・雑誌・ダンボール・飲料用

紙パック・雑がみに分けて梱包して搬出

・布類はたたんで梱包して搬出

・白色トレイ・発泡スチロールは指定袋の使

用もしくは梱包して搬出

・乾電池は指定日に指定袋を使用し、氏名を

記入して集積所に搬出 もしくは、市内公

民館等施設内集積箱に搬入

・収集日 空カンは月２から３回、他はいず

れも月２回

・空カン・空ビン及び白色トレイ・発泡スチ

ロールは全域業者委託

・ペットボトルは江見地区、長狭地区、田原

地区の全域及び東条地区、西条地区、鴨川

地区の一部の収集運搬は業者委託

以上を除く地域は市直営収集

・ダンボールは江見地区、長狭地区の全域及

び鴨川地区の一部の収集運搬は業者委託

以上を除く地域は市直営収集

・古紙及び古着は、江見地区、長狭地区、田

原地区、西条地区の全域及び鴨川地区の一

部の収集運搬は業者委託

以上を除く地域は市直営収集

６



10 中間処理、最終処分

粗大ごみ

・事前に搬出物の申込みを行い、粗大ごみ処

理券を購入後、受付番号を記入し、指定日

に処理券を貼付し集積所に搬出

・収集日 木曜日、金曜日各月４回

市直営収集

有害ごみ

・指定日に集積所に指定袋を使用し、氏名を

記入して搬出

・ 収集日 月２回

収集運搬は業者委託

処 理 区 分

中 間 処 理

最 終 処 分

排 出 区 分 処 理 量

焼却処理 可燃ごみ １０，５００ｔ

全量民間事業者へ処理委託する。

１０，５００ｔ

１）千葉産業クリーン株式会社(銚子市)

生じる焼却残渣の処分は茨城県鹿嶋市の中央

電気工業株式会社で最終処分及び同社で最終処

分

２）株式会社市原ニューエナジー(市原市)

生じる焼却残渣の処分は埼玉県寄居町のツネ

イシカムテックス株式会社で資源化処理

３）エコシステム千葉株式会社(袖ケ浦市)

生じる焼却残渣の処分は秋田県のグリーン

フィル小坂株式会社で最終処分

４）株式会社かずさクリーンシステム（木更津

市）

生じる焼却残渣の処分は山形県米沢市の株式

会社エコス米沢及び秋田県小坂町のグリーン

フィル小坂株式会社で最終処分

５）株式会社ナリコー（成田市）

生じる焼却残渣の処分は茨城県の中央電気工

業株式会社で最終処分

不燃ごみ

ガラス・

セトモノ類

金物類

小型家電

１１０ｔ

１５０ｔ

３０ｔ

天津小湊一般廃棄物最終処分場で処理する。

中間処理委託業者に有価物として売却する。

認定事業者に処理を委託し資源化する。

資源ごみ

空カン

古紙

白色トレイ・

１０５ｔ

６１４ｔ

３ｔ

有価物として業者に売却する。

有価物として業者に売却する。

減容機を使用し固形化し有価物として業者に売

７



11 産業廃棄物の処理

鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例に基づき、市が一般廃棄物の処理に支障

のない範囲において当該廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物を次のとおり指定する。

（１）紙くず

（２）木くず

（３）廃プラスチック類

（４）ガラスくず及び陶磁器くず

（５）動植物性残渣

12 処理施設

（１）焼却処理施設

施設名 鴨川清掃センター（休止）

所在地 鴨川市北小町２１１８番地

稼動年月日 昭和６１年４月

焼却炉の形式 流動床焼却炉

処理能力 ９５ｔ／２４ｈ(４７．５ｔ×２基)

（２）最終処分場

施設名 天津小湊一般廃棄物最終処分場

所在地 鴨川市浜荻３１４番地１

開始年月日 平成１０年３月

埋立方法 サンドイッチ工法、セル工法

埋立容積 １０，４２０㎥

発泡スチロール

空ビン

ペットボトル

布類

乾電池

木くず

２２５ｔ

１００ｔ

４５ｔ

８０ｔ

ｔ

３００ｔ

却する。

中間処理委託業者から資源として出荷する。

有限会社粕谷商店

中間処理委託業者から資源として出荷する。

株式会社三山商店

一部を独自ルートで業者に有価物或いは処理

委託する。

処理業者に有価物として売却する。

専門業者に処理委託する

事業者が中間処理業者に直接搬入し、破砕後、

堆肥化等の資源として出荷する。

千葉美装株式会社

破砕処理 可燃性粗大ごみ １３０ｔ
鴨川清掃センター処理施設で破砕後に中継施設

から民間焼却施設へ焼却処理委託する。

有害ごみ

(水銀回収処理)

蛍光灯・

温度計・体温計
７ｔ 専門業者に処理委託する。

８



（３）中継施設

施設名 クリーンステーション鴨川

所在地 鴨川市上小原４８２番地１

稼動年月日 令和４年９月

９



生 活 排 水 処 理 実 施 計 画 編

（し尿の部）



１ 基本事項

（１）計画の目的

本計画策定の目的は、令和２年３月に策定された「鴨川市一般廃棄物処理基本計画書」に基づ

き、令和７年度鴨川市においての生活排水の適正処理の向上及び河川環境の改善を図るための実施

計画を定めるものであります。

（２）計画期間

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（３）計画区域

鴨川市全域

（４）計画対象人口及び世帯数

人口 ：２９，９６３人

世帯数：１５，９９５世帯

（令和７年３月３１日現在：住民基本台帳）

２ し尿・浄化槽汚泥の処理計画

（１）収集・運搬計画

令和７年度においての本市のし尿の収集業務は、引き続き市直営の鴨川市衛生センター及び一部

民間委託業者により実施します。また浄化槽汚泥の収集運搬業務は鴨川市浄化槽清掃許可業者によ

り、収集・運搬を実施するものといたします。

ここ数年来、し尿は減少傾向となっており、一方、浄化槽汚泥については上昇傾向となっており

ますので、市内の浄化槽管理業者と清掃業者とを連携させることにより、浄化槽清掃率の向上を図

り、生活排水処理の適正化に努めるものといたします。

また、当分の間は市有施設の浄化槽清掃業務が残ることから、直営での浄化槽汚泥の収集・運搬

業務も引き続き継続するものといたします。

なお、浄化槽清掃・収集運搬の許可業者及びし尿汲取り委託業者は別表のとおりです。

（２）一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の発生量及び処理量の見込み

令和６年度

し 尿 浄化槽汚泥 計 処理方法

市直営 １，９５０KL １４４KL ２，０９４KL

し尿処理施設

委託 ２，１１７KL － ２，１１７KL

許可 － ９，４０２KL ９，４０２KL

計 ４，０６７KL ９，５４６KL １３，６１３KL

１０



（３）中間処理計画

（ア）施設の概要

本市のし尿・浄化槽汚泥の処理は、次表の鴨川市衛生センター（し尿処理施設）で行うものと

いたします。

し尿処理施設等

（イ）施設計画

本年度においても現有のし尿処理施設である鴨川市衛生センターの適正な保守点検・修繕を継

続して実施し、延命化を図りつつ、し尿等の適正処理を行うことといたします。

主要な事業としては、例年実施している膜ユニット設備、脱臭設備、ポンプ設備等の整備点検

業務及び電気計装設備修繕を本年度実施いたします。

施設名称 鴨川市衛生センター

所在地 鴨川市大里５５８－1

供用開始年月日 昭和５７年３月

処理対象 し尿及び浄化槽汚泥

処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理方式＋高度処理

処理能力 ６６KL/日（し尿 ２７.９KL/日 浄化槽汚泥 ３８.１KL/日）

運転管理 直営

処理水質

Ｐ Ｈ： ５.８-８.６ Ｔ‐Ｎ： ２０mg/L以下

ＢＯＤ： １０mg/L以下 Ｔ‐Ｐ： １mg/L以下

ＣＯＤ： ２０mg/L以下 色 度： ３０度以下

Ｓ Ｓ： １０mg/L以下 大腸菌群数：１，０００個以下

放流先 加茂川（２級河川）

放流水量 １５０ｍ3 ～２００ｍ3

１１



（４）最終処分計画

し尿処理汚泥(脱水汚泥)を施設外に搬出し、焼却施設及び最終処分場を有する市外の民間処理業

者に処理を委託します。

なお、し尿処理汚泥(脱水汚泥)の予定搬出量及び最終処分は次のとおりです。

搬出期間 汚泥の含水率 予定搬出量 最終処分

し尿処理汚泥
令和７年４月１日～

令和８年３月３１日
７０％以下 ６３０ｔ 焼却後、埋立処分等

１２



別表

浄化槽清掃・収集運搬許可業者一覧

し尿収集運搬業務委託業者

し尿処理汚泥（脱水汚泥）中間処理業務委託業者及び委託期間

し尿処理汚泥（脱水汚泥）の中間処理後の最終処分先

し尿処理汚泥（脱水汚泥）運搬業務委託業者

（株）東工業 鴨川市太田学８８２-１３ ０４-７０９２-３０３０

（有）みまつ産業 鴨川市西江見１２８ ０４-７０９６-０３６８

委託業者名 千葉産業クリーン（株） 市原ニューエナジー（株） エコシステム千葉（株）

住 所 銚子市小浜町２９５０ 市原市万田野７３３番 袖ケ浦市長浦拓１-３０-２

電話番号 ０４７９-２３-９３００ ０４３６-５０-８３００ ０４３８-６０-７１７５

委託期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

最終処分先 千葉産業クリーン（株） ツネイシカムテックス（株） メルテック（株）

住 所 銚子市小浜町２９５０
埼玉県大里郡寄居町

大字三ヶ山２５０番地１

栃木県小山市

大字梁２３３３番地２９

電話番号 ０４７９-２３-９３００ ０４８-５８２-５５０３ ０２８５-４９-１０８０

最終処分先 新日本電工（株）

住 所 茨城県鹿嶋市大字光４

電話番号 ０２９９-８４-３４００

最終処分先 ㈱ウィズウェイストジャパン

住 所
福島県田村郡小野町大字

南田原井字大和久 169-2
電話番号 ０２４７-７２-６９０１

委託期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

業者名 所在地 電話

（株）新倉 鴨川市東町９９９-１１ ０４-７０９４-５５８８

（株）クリーンエイト 鴨川市京田６４４-３ ０４-７０９２-１３８８

（株）ケイテイエス 鴨川市東町５７０ ０４-７０９２-０９００

（株）安房環境衛生 鴨川市松尾寺４７９-４ ０１２０-２４-１６３０

（株）東工業 鴨川市太田学８８２-１３ ０４-７０９２-３０３０

（株）カワナ 鴨川市川代８ ０４-７０９２-５１４６

（有）みまつ産業 鴨川市西江見１２８ ０４-７０９６-０３６８

（有）髙喜工業 鴨川市広場９４９-３ ０４-７０９２-４１１５

１３



委託業者名 （株）東工業

住 所 鴨川市太田学８８２-１３

電話番号 ０４-７０９２-３０３０

委託期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

１４


